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小
泉
内
閣
の
財
政
再
建
計
画
の
主
柱
の
一
つ
が
、
医
療
・

福
祉
に
か
か
る
政
府
支
出
の
抑
制
で
す
。
そ
の
影
響
で
昨
年

の
十
月
よ
り
、
施
設
利
用
料
の
個
人
負
担
が
増
え
ま
し
た

し
、
こ
の
四
月
か
ら
は
、
介
護
保
険
料
も
増
え
ま
す
。
福
祉

施
設
利
用
者
の
方
々
に
は
二
重
の
負
担
増
に
な
り
ま
す
が
、

時
代
の
趨
勢
と
御
理
解
下
さ
い
。

幸
に
も
、
愛
南
町
に
は
た
く
さ
ん
の
福
祉
施
設
が
あ
り
ま

す
。
な
ん
ぐ
ん
館
は
愛
南
町
一
番
の
風
光
明
媚
な
深
泥
の
高

台
に
あ
り
ま
す
。
お
年
寄
り
の
方
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
防

火
設
備
を
備
え
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
安
全
な
施
設

で
す
。
南
宇
和
郡
医
師
会
立
の
老
人
保
健
施
設
で
す
。
私

共
、
施
設
、
施
設
職
員
一
同
は
、
な
ん
ぐ
ん
館
の
利
用
者
の

皆
様
に
、
で
き
る
だ
け
不
公
平
が
な
い
よ
う
に
、
又
、
各
利

用
者
様
に
必
要
で
有
益
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
き
た
い
と
、
日
々
努
め
て
い
ま
す
。

皆
様
、
今
後
と
も
、
な
ん
ぐ
ん
館
を
地
域
密
着
型
の
老
健

施
設
と
し
て
ご
支
援
下
さ
い
。 ふ

と
山
の
方
を
見
て
み
る
と
、
桜

の
花
も
咲
き
ほ
こ
り
、
暖
か
い
春
の

季
節
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で

は
、
利
用
者
の
皆
様
が
風
邪
等
を
引

か
な
い
よ
う
に
、
室
内
で
多
く
の
時

間
を
過
ご
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
暖
か
く
な
る
こ
れ
か
ら
は
、

少
し
ず
つ
外
に
も
で
て
季
節
を
感
じ

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
な
ん
ぐ
ん
館
職
員

一
同
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
ま
す
。

介護保険制度の改正について（Ｈ１８．４．１）

介護保険制度の３年に一度の見直しが行われ、Ｈ１８．４．１より実施されます。

見直しされた点はいくつかありますが、「介護予防システムの確立」が重要視されて

います。

高 齢 者

要支援・要介護にな

る恐れのある者

要支援者

(要支援１・２)

要介護者

（要介護１～５）

地域支援事業 新予防給付 介護給付

・要支援１・２の方・・・・現行の要支援者＋要介護１の一部

・介護予防サービス

・要支援者の支給限度額、また各サービス費も、月単位で決まっています。

居宅介護支援事業者

要介護・要支援の状態にな

ることを防止するため、地

域支援事業によるサービス

を受けられます。

・転倒予防教室 等

介護保険の予防給付サービ

スを受けられます。

・介護予防訪問介護

・介護予防通所介護

・介護予防短期入所 等

介護保険の介護給付サービ

スを受けられます。

・訪問介護

・通所介護

・短期入所 等

ケアマネジャー

がケアマネジメ

ントを行います
主に保健師が介護予防マネジメントを行います

地域包括支援センター

（介護予防マネジメント）

４月

お 花 見

５月

運 動 会

老人保健施設

なんぐん館

施設長 兼吉 章

利用の流れ～要支援１・２の方は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。

介護予防サービス計画の作成（地域包括支援センター）

介護予防サービスの利用（サービス事業者）


